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川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例 

平成24年12月14日条例第78号 

（協力医療機関等） 

第34条 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、次

の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力医療機関にあっては、病

院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定

めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差し支えない。 

(１) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時

確保していること。 

(２) 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常

時確保していること。 

(３) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療

機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則と

して受け入れる体制を確保していること。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が

急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければな

らない。 

３ 指定介護老人福祉施設の開設者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二

種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設の開設者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、

当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施

設に速やかに入所させることができるように努めなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 


